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上尾市の土地区画整理事業（昭和 40年～約 60年間） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 事業名称 面積(ha) 施行主体 番号 事業名称 面積(ha) 施行主体

① 緑丘 9.3 S40 ～ S42 組合 ⑬ 中平塚 2.0 H15 ～ H16 共同

② 西門前 10.2 S43 ～ S46 組合 ⑭ 大谷北部第三特定 85.7 S57 ～ H21 公共

③ 浅間台 107.3 S41 ～ S47 組合 ⑮ 原市北部第二 13.8 S63 ～ H21 組合

④ 春日 19.8 S46 ～ S50 組合 ⑯ 町谷第一 6.0 H8 ～ H23 組合

⑤ 原市五番 16.0 S47 ～ S52 組合 ⑰ 瓦葺東部 5.0 H11 ～ H23 組合

⑥ 中分下特定 13.2 S50 ～ S56 組合 ⑱ 原新町 11.4 H3 ～ H25 組合

⑦ 上平農住 3.5 S57 ～ S60 農住組合 ⑲ 上平第三特定 38.9 H1 ～ H28 組合

⑧ 鴨川 152.6 S47 ～ S62 組合 ⑳ 小泉 108.0 S62 ～ H28 組合

⑨ 大谷北部第一特定 22.7 S53 ～ S63 組合 ㉑
上尾道路沿道
中新井・堤崎

6.0 H29 ～ R3 個人

⑩ 原市北部第一 4.0 S61 ～ H7 組合 ㉒ 大谷北部第四 48.7 H19 ～ R3 組合

⑪ 別所・西宮下 2.6 H5 ～ H12 組合 ㉓ 大谷北部第二 71.3 H5 ～ R10
組合

(施行中)

⑫ 上平塚 5.0 H9 ～ H15 組合 計 763.0 ha

上尾市の土地区画整理事業一覧

施行期間 施行期間



各地区の概要 
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①  緑丘 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇組合施行 緑丘土地区画整理事業 

地 区 名：緑丘 

施 行 面 積：9.3ha 

施 行 期 間：昭和40年度～42年度 

総 事 業 費：5,300万円 

減 歩 率：31.66％ 

設 立 認 可：昭和40年 7月 6日 

仮換地指定：昭和41年 7月31日 

換 地 処 分：昭和41年 8月31日 

解 散 認 可：昭和42年11月 4日 

この地区は、上尾市の北部に位置し、ＪＲ高崎線上尾駅

より北に約1.6㎞、国道17号沿いより約200m 北側に位置し

ている。本地区は上尾市における最初の土地区画整理事業

であり、公共施設の整備改善と健全な市街地の開発を目的

として、地区内面積の約80％を上尾市が事前に買収して 

宅地造成的な区画整理事業として実施した。 
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②  西門前 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇組合施行 西門前土地区画整理事業 

地 区 名：西門前 

施 行 面 積：10.2ha 

施 行 期 間：昭和43年度～46年度 

総 事 業 費：9,850万円 

減 歩 率：25.36％ 

設 立 認 可：昭和43年 7月 1日 

仮換地指定：昭和43年11月21日 

換 地 処 分：昭和45年 8月25日 

解 散 認 可：昭和46年 7月13日 

本地区は、上尾市の北部に位置し、ＪＲ高崎線上尾駅 

より北方約1.7㎞、国道17号より東に約400m の地点にある

東西約570ｍ、南北約180ｍの地区である。 
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③  浅間台 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇組合施行 浅間台土地区画整理事業 

地 区 名：浅間台 

施 行 面 積：107.3ha 

施 行 期 間：昭和41年度～47年度 

総 事 業 費：13億3,900万円 

減 歩 率：24.03％ 

設 立 認 可：昭和42年 2月20日 

仮換地指定：昭和44年 4月15日 

換 地 処 分：昭和46年 8月 6日 

解 散 認 可：昭和48年 3月16日 

本地区は、ＪＲ高崎線上尾駅より北方約1.3㎞、本市の

北西部に位置し、地区の北側は都市計画街路西環状線に 

接し、東側はＪＲ高崎線に、南側は大字柏座（現：春日）、

弁財に、西側は一級河川鴨川にそれぞれ隣接する東西約

1.3㎞、南北約1㎞のほぼ四辺形をなした区域である。 
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④  春日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇組合施行 春日土地区画整理事業 

地 区 名：春日 

施 行 面 積：19.8ha 

施 行 期 間：昭和46年度～昭和50年度 

総 事 業 費：5億1,600万円 

国庫補助金：1億円 

減 歩 率：23.19％ 

設 立 認 可：昭和46年11月30日 

仮換地指定：昭和48年 7月20日 

換 地 処 分：昭和50年 1月31日 

解 散 認 可：昭和50年 6月17日 

本地区は、ＪＲ高崎線上尾駅より北方約900ｍにあり、

上尾市のほぼ中心に位置する。北側を浅間台土地区画整理

地区、南側は上尾駅周辺部の既成市街地に挟まれており、

昭和46年本市で初めて組合土地区画整理補助事業の適用

を受けて事業を施行した。 
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⑤  原市五番 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇組合施行 原市五番土地区画整理事業 

地 区 名：原市五番 

施 行 面 積：16.0ha 

施 行 期 間：昭和47年度～52年度 

総 事 業 費：4億8,000万円 

公共施設管理者負担金：1,700万円 

減 歩 率：24.42％ 

設 立 認 可：昭和47年 6月 2日 

仮換地指定：昭和48年11月15日 

換 地 処 分：昭和51年 1月30日 

解 散 認 可：昭和52年12月 2日 

本地区は、上尾市の南東部約3km にあり、ＪＲ宇都宮線

の東大宮駅より北方約2㎞に位置する東西約350ｍ、南北約

450ｍの地区である。また、近くには埼玉新都市交通伊奈

線の原市駅がある。 
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⑥  中分下 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇組合施行 中分下特定土地区画整理事業 

地 区 名：中分下 

施 行 面 積：13.2ha 

施 行 期 間：昭和50年度～56年度 

総 事 業 費：4億5,370万円 

国庫補助金：2億3,298万円 

減 歩 率：18.23％ 

設 立 認 可：昭和50年 7月18日 

仮換地指定：昭和51年 9月16日 

換 地 処 分：昭和56年 2月13日 

解 散 認 可：昭和56年 5月26日 

本地区は、ＪＲ高崎線上尾駅の西方約2.6㎞に位置し、

西側は県道さいたま鴻巣線に、東側は都市計画道路西環状

線に接し、南側を市道大石2号線で囲まれた平坦な区域で

ある。 

当地区を昭和50年本市で初めて特定土地区画整理事業

の適用を受けて事業を施行した。 
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⑦  上平農住 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇組合施行 上平農住土地区画整理事業 

地 区 名：上平農住 

施 行 面 積：3.5ha 

施 行 期 間：昭和57年度～60年度 

総 事 業 費：2億2,600万円 

減 歩 率：25.47％ 

事 業 認 可：昭和57年12月14日 

仮換地指定：昭和58年 3月26日 

換 地 処 分：昭和60年 9月10日 

解 散 認 可：昭和61年 3月18日 

本地区は、ＪＲ高崎線上尾駅の北東約1.6㎞に位置し、

西側は既に終了した西門前土地区画整理地区に接する地

区である。 

昭和56年5月に施行された「農住組合法」に基づき、農

家15名を中心として全国で初めて設立された農住組合に

よって施行された土地区画整理事業である。 

都市基盤整備のほかに、共同住宅建設事業を進め、小規

模ながらも農住両全が実現された地区でもある。 
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⑧  鴨川 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇組合施行 鴨川土地区画整理事業 

地 区 名：鴨川 

施 行 面 積：152.6ha 

施 行 期 間：昭和47年度～昭和62年度 

総 事 業 費：92億6,400万円 

国庫補助金：19億6,200万円 

減 歩 率：23.39％ 

設 立 認 可：昭和48年 1月30日 

仮換地指定：昭和53年12月23日 

換 地 処 分：昭和60年10月 1日 

解 散 認 可：昭和63年 1月12日 

本地区は、ＪＲ高崎線桶川駅の南部約2㎞に位置し、  

北東側は桶川市との行政界に、南側は浅間台土地区画整理

区域に、そして西側は大宮ゴルフコースに囲まれた平坦な 

地区である。 
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⑨  大谷北部第一 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇組合施行 大谷北部第一特定土地区画整理事業 

地 区 名：大谷北部第一 

施 行 面 積：22.7ha 

施 行 期 間：昭和53年度～63年度 

総 事 業 費：13億1,700万円 

国庫補助金： 4億8,000万円 

減 歩 率：22.47％ 

設 立 認 可：昭和53年12月22日 

仮換地指定：昭和57年 4月20日,昭和58年 9月20日 

換 地 処 分：昭和61年10月 8日 

解 散 認 可：昭和63年 4月 5日 

本地区は、市の中心部であるＪＲ高崎線上尾駅より西へ

約1.5㎞の距離にあり、東は一級河川鴨川、南は市道大石

2号線、西は民間開発による一団の住宅地、北は都市計画

道路小敷谷吉田通線に接する地区である。 
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⑩  原市北部第一 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇組合施行 原市北部第一土地区画整理事業 

地 区 名：原市北部第一 

施 行 面 積：4.0ha 

施 行 期 間：昭和61年度～平成7年度 

総 事 業 費：4億2,800万円 

減 歩 率：22.04％ 

設 立 認 可：昭和61年12月 9日 

仮換地指定：平成元年 4月 1日,平成 2年 1月20日 

      平成 2年 2月 1日,平成 3年 7月20日 

      平成 5年 4月 1日,平成 5年 4月10日 

換 地 処 分：平成 7年 8月 8日 

解 散 認 可：平成 8年 3月 6日 

本地区は、市の中心部であるＪＲ高崎線上尾駅より東へ

約3.0㎞の距離にあり、西側は東北・上越新幹線及び埼玉

新都市交通伊奈線の原市駅に接し、北東側は都市計画道路

原市上平線（幅員22ｍ）に接する地区である。 
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⑪  別所・西宮下 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇組合施行 別所・西宮下土地区画整理事業 

地 区 名：別所・西宮下 

施 行 面 積：2.6ha(上尾市域1.9ha,大宮市域0.7ha) 

施 行 期 間：平成 5年度～12年度 

総 事 業 費：4億6,385万円 

減 歩 率：26.83％ 

設 立 認 可：平成 5年12月14日 

仮換地指定：平成 8年 5月20日 

換 地 処 分：平成12年 3月24日 

解 散 認 可：平成12年10月 3日 

本地区は、上尾市・大宮市（現：さいたま市）の行政界

を跨ぐ地区で、ＪＲ高崎線上尾駅より南方約1.2㎞に位置

する。北は市道1031号線、東は市道40210号線、南側は既

に整備された別所地区、西側は市街化調整区域界に囲まれ

た地区である。 
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⑫  上平塚 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇組合施行 上平塚土地区画整理事業 

地 区 名：上平塚 

施 行 面 積：5.0ha 

施 行 期 間：平成9年度～平成15年度 

総 事 業 費：6億6,500万円 

減 歩 率：35.20％ 

設 立 認 可：平成10年 1月12日 

仮換地指定：平成10年12月14日 

換 地 処 分：平成15年11月21日 

解 散 認 可：平成16年 3月30日 

本地区は、上尾市の北東部、ＪＲ高崎線北上尾駅より 

東に約2.2㎞、埼玉新都市交通伊奈中央駅より西に約2.0㎞

に位置し、東側は県道さいたま菖蒲線、西側に上平公園が

あり、南側は都市計画道路上尾伊奈線、北側は既に整備さ

れた上平東部土地改良区に接した地区である。 
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⑬  中平塚 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇共同施行 中平塚土地区画整理事業 

地 区 名：中平塚 

施 行 面 積：2.0ha 

施 行 期 間：平成15年度～16年度 

総 事 業 費：3億700万円 

減 歩 率：51.54％ 

設 立 認 可：平成15年 9月12日 

仮換地指定：平成15年12月25日 

換 地 処 分：平成16年 7月23日 

解 散 認 可：平成16年12月 1日 

本地区は、ＪＲ高崎線上尾駅より北東へ約2.1㎞に位置

し、地区東側には平塚公園が隣接する東西約170ｍ、南北

約220ｍの地区である。 

周辺では相続等に伴う宅地売却でスポット的ミニ開発

による無秩序な都市化が進行していた地域で、過去15年間

に渡り土地区画整理事業の立ち上げ・合意形成に時間を要

していた地区であったが、個人及び民間事業者による共同

施行により事業が実施された地区である。 
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⑭  大谷北部第三 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇市施行 大谷北部第三特定土地区画整理事業 

地 区 名：大谷北部第三 

施 行 面 積：85.7ha 

施 行 期 間：昭和57年度～平成21年度 

総 事 業 費：91億7,045万円 

減 歩 率：20.02％ 

事業計画告示：昭和57年 6月 1日 

仮換地指定：昭和60年 4月 1日,昭和60年 4月 5日, 

   平成元年 4月 1日 

換 地 処 分：平成17年 9月16日 

 

本地区は、ＪＲ高崎線上尾駅より西方約1.5km に位置

し、北は駅から西方に延びる上尾平方線と接し、南は県道

上尾川越線、東は一級河川鴨川、西は向山今泉線に接した

地区である。 

幹線道路に接し宅地化が顕著な地域であるが、これらは

未整備の公共施設を利用しており、早期に都市基盤整備を

行い、良好な住環境を確保して都市機能の充実を図る必要

がある地区である。 
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⑮  原市北部第二 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇組合施行 原市北部第二土地区画整理事業 

地 区 名：原市北部第二 

施 行 面 積：13.8ha 

施 行 期 間：昭和63年度～平成21年度 

総 事 業 費：25億8,628万円 

減 歩 率：24.65％ 

設 立 認 可：昭和63年12月13日 

仮換地指定：平成 4年 8月 1日,平成 8年 2月28日 

換 地 処 分：平成21年 9月18日 

解 散 認 可：平成22年 3月25日 

本地区は、上尾市の東部に位置し、東北・上越新幹線及

び埼玉新都市交通伊奈線が地区内に通り、隣接して埼玉新

都市交通伊奈線沼南駅がある。 

駅開設によりより宅地化が進行しつつあるため、早期に

良好な住環境を確保して都市機能の充実を図る必要があ

る地区である。 
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⑯  町谷第一 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇組合施行 町谷第一土地区画整理事業 

地 区 名：町谷第一 

施 行 面 積：6.0ha 

施 行 期 間：平成 8年度～23年度 

総 事 業 費：16億8,300万円 

減 歩 率：26.13％ 

設 立 認 可：平成 9年 3月28日 

仮換地指定：平成12年10月 2日 

換 地 処 分：平成23年 9月16日 

解 散 認 可：平成24年 3月 2日 

本地区は、ＪＲ高崎線北上尾駅より北西へ約1㎞に位置

し、東は都市計画道路中山道に接し、南側及び西側は原新

町地区・桶川市神明地区に隣接する地区である。 
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⑰  瓦葺東部 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇組合施行 瓦葺東部土地区画整理事業 

地 区 名：瓦葺東部 

施 行 面 積：5.0ha 

施 行 期 間：平成11年度～23年度 

総 事 業 費：6億7,000万円 

減 歩 率：30.12％ 

設 立 認 可：平成11年 4月28日 

仮換地指定：平成13年11月 6日 

換 地 処 分：平成23年 9月16日 

解 散 認 可：平成24年 3月 1日 

本地区は上尾市の南東端、ＪＲ宇都宮線東大宮駅より 

北東へ約1㎞に位置し、地区東側はさいたま市に隣接して

いる。 

東大宮駅と近接していることから急激な宅地化が予想

され、周辺地区との関連性を考慮しながら、良好な住環境

を確保して都市機能の充実を図る必要がある地区である。 
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⑱  原新町 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇組合施行 原新町土地区画整理事業 

地 区 名：原新町 

施 行 面 積：11.4ha 

施 行 期 間：平成 3年度～26年度 

総 事 業 費：63億8,900万円 

減 歩 率：27.42％ 

設 立 認 可：平成 3年 6月11日 

仮換地指定：平成 7年 9月 8日 

換 地 処 分：平成24年11月22日 

解 散 認 可：平成25年12月10日 

本地区は、ＪＲ高崎線上尾駅より北西へ約1.7㎞に位置

し、高崎線と中山道に挟まれた区域である。昭和63年12月

の北上尾駅開設に伴い、駅周辺の総合的な土地利用を中心

としたまちづくりと、駅前広場を含む公共施設の整備改善

を図り、機能的な住環境整備を目的として施行された地区

である。 

 

 



 

20/24 

⑲  上平第三 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇組合施行 上平第三特定土地区画整理事業 

地 区 名：上平第三 

施 行 面 積：38.9ha 

施 行 期 間：平成元年度～平成28年度 

総 事 業 費：67億7,600万円 

減 歩 率：24.92％ 

設 立 認 可：平成元年 9月12日 

仮換地指定：平成 6年12月 1日 

換 地 処 分：平成26年10月31日 

解 散 認 可：平成28年10月27日 

本地区は、ＪＲ高崎線上尾駅より北へ約2.0km に位置

し、南側は区画整理事業で整備された西門前地区・緑丘地

区及び上平農住地区と接し、西側は国道１７号、北側は県

道上尾久喜線、東側は市街化区域界に接している。また、

上尾駅と桶川駅の間に北上尾駅が開設され、駅への距離が

８００ｍとなる。 
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⑳  小泉 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇組合施行 小泉土地区画整理事業 

地 区 名：小泉 

施 行 面 積：108.0ha 

施 行 期 間：昭和62年度～平成28年度 

総 事 業 費：144億5,100万円 

減 歩 率：25.19％ 

設 立 認 可：昭和62年 8月18日 

仮換地指定：平成 5年 6月10日 

換 地 処 分：平成28年 9月16日 

解 散 認 可：平成29年 3月23日 

本地区は、ＪＲ高崎線上尾駅より北西約2.8㎞に位置し、

市街化区域の西端部、東側を一級河川鴨川、西側は市道

21104号線、南側を都市計画道路小敷谷吉田通線、北側を

都市計画道路西環状線に囲まれた地区である。 
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㉑ 中新井・堤崎 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇個人施行 上尾道路沿道中新井・堤崎土地区画整理事業 

地 区 名：中新井・堤崎 

施 行 面 積：6.0ha 

施 行 期 間：平成29年度～令和3年度 

総 事 業 費：4億7,875万円 

減 歩 率：0.42％ 

設 立 認 可：平成30年 3月30日 

仮換地指定：平成30年 7月13日 

換 地 処 分：令和 3年 9月22日 

解 散 認 可：令和 3年12月21日 

 

本地区は、国道17号上尾道路が整備されたこと、及び 

首都高速埼玉大宮線の延伸（新大宮上尾道路）の整理計画

を踏まえ、幹線道路沿道に位置する特性を生かした物流系

の土地利用を誘導するための土地区画整理事業を通して、

物流倉庫の開発建設を主とした個人施行の土地区画整理

地区である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23/24 

㉒ 大谷北部第四 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇組合施行 大谷北部第四土地区画整理事業 

地 区 名：大谷北部第四 

施 行 面 積：48.7ha 

施 行 期 間：平成19年度～令和3年度 

総 事 業 費：84億4,000万円 

減 歩 率：29.62％ 

設 立 認 可：平成19年 5月 1日 

仮換地指定：平成24年10月10日,平成28年 6月 8日 

換 地 処 分：令和 2年11月20日 

解 散 認 可：令和 4年 3月 4日 

本地区は、ＪＲ高崎線上尾駅から西方約3.0㎞に位置し、

国道17号上尾道路の東西に跨り、東側を向山今泉線、南側

を県道川越上尾線、北側を上尾平方線によって囲まれた 

地区である。 

本地区およびその周辺において、住宅団地開発や小規模

な開発等が進んでいた中、本市では初めて「中抜き方式」

による区画整理手法が採用された地区でもある。 
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㉓ 大谷北部第二 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇組合施行 大谷北部第二土地区画整理事業 

地 区 名：大谷北部第二 

施 行 面 積：71.3ha 

施 行 期 間：平成 5年度～令和10年度（施行中） 

総 事 業 費：134億円 

減 歩 率：25.00％ 

設 立 認 可：平成 5年12月28日 

仮換地指定：平成11年 7月 2日 

換 地 処 分：令和 6年 9月20日 

 

本地区は、ＪＲ高崎線上尾駅より西に約1.5km に位置

し、南側は駅から西方に延びる上尾平方線と接し、西側は

国道17号上尾道路が整備され宅地化が顕著な地域である。

これらは未整備の公共施設を利用しており、将来不良市街

地を形成することが想定された状態であったため、早期に

都市基盤整備を行い、良好な住環境を確保して都市機能の

充実を図る必要がある地区である。 
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